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大阪府 協会ニュース 人権 

多重債務問題と司法書士の役割 多重債務問題と司法書士の役割 
・多重債務に関する相談 

○司法書士による無料出前法律講座 

その他には… 

複数のクレジット会社や消費者金融からの債務に苦しんでいる人の相談に応じます。相談者に代わっ
て債権者と制限利息への引き下げ交渉等を行う「任意整理」のほか、裁判所を利用して債権者と交渉
する「特定調停」「個人再生」および「破産」といった手続があり、個々の相談者の事情に応じた適切
な解決方法をアドバイスします。また、利息制限法による制限を超えて支払った場合には、過払い金
の返還を請求するお手伝いをします。 

法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指しています。 
正式名称は日本司法支援センターです。 
「法で社会を明るくてらしたい。」「皆さまがくつろげる陽当たりのよいテラスのような場所にしたい。」と
いう思いを込めて法テラスと名付けました。 

法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や、法律サービスを提供する国、地方公共団体、各種相談機
関、弁護士・司法書士等の各種士業団体の相談窓口の情報を無料で提供します。 

大阪司法書士会では、社会に巣立つ前に消費
者被害にあわないための知識を得る場を提供
しようと、大阪府下の高校、専門学校、盲・聾
・養護学校へ、司法書士が無料で出張して実
施する法律講座事業を行っています。 
　開催要領など、詳しくは、大阪司法書士会
にお問い合わせ下さい。 

（1）派遣高校等総数 45校

（2）講義総数 81講義

（3）受講者総数 9,716名

簡裁訴訟代理等関係業務、裁判所へ提出する書類の作成、不動産の登記手続について代理すること、会
社・法人の登記手続について代理すること、成年後見業務、供託手続について代理すること、その他。 

2006（H18）年度の実績は次のとおり

司法書士総合相談センター 

司法書士総合相談センター 北 司法書士総合相談センター 堺 
大阪市北区西天満4丁目7番1号 
北ビル1号館2階202号室
大阪地方裁判所北門向かい

堺市堺区新町3番4号　定久ビル2階
大阪法務局堺支局向かい

相談日時  相談日時  

相談無料 

クレジット・サラ金ホットライン　相談無料 
●毎週水曜日 午後1時～7時 ●TEL.06-6941-5758〈相談専用〉 ●電話相談のみ

予約電話番号 06-6943-6099

毎週 月～金曜日  午後1時30分～午後4時30分
相談方法／面接相談（1組30分）完全予約制

毎週 火～木曜日  午後1時30分～午後4時30分
相談方法／面接相談（1組30分）完全予約制

（予約受付時間 平日の午前10時から午後4時まで）

わたしたち法テラスです。 わたしたち法テラスです。 

法テラスの主な業務 
①情報提供 

情報提供 
お電話で 

日本全国どこからでもお電話ください。 

犯罪被害者支援ダイヤル 

平日9：00～21：00 土曜日9：00～17：00
0570-078374

0570-079714

ホームページで 
24時間いつでも、情報の検索や「法テラス」への
お問い合わせができます。

●よくある質問とその答え（FAQ）や、相談窓口を検索できます。

●電子メールによるお問い合わせを受け付けています。

http://www.houterasu.or.jp/

資力の乏しい方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談を行い、必要な場合、法律の専門家
を紹介し、裁判費用や弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。援助にあたっては資力な
どの審査があります。 

②民事法律扶助 

※「0570」はナビダイヤルの番号です。固定電話であれば、全
国どこからでも3分8.5円（税別）で通話する事ができます。

※PHS・IP電話からは、03-6745-5600にお電話ください。 

お　な　や　み　な　し  

な くこと な い よ  
法テラス 検索 

民事法律扶助の援助内容は次の3つです。 

民事法律扶助を利用するには、次の要件を満たすことが必要です。 

民事法律扶助の内容 手続きの流れ 

民事法律扶助の要件 

弁護士・司法書士による 
無料法律相談。 

裁判や調停、交渉などで専門家の代理が 
必要な場合に、弁護士・司法書士の費用 
を立て替えます。 

月収（手取り・賞与含む）の目安は次のとおりです。 

・（　）内は、東京、大阪などの大都市における基準です。
・1名増につき、30,000円（33,000円）が加算されます。
・家賃・住宅ローン、医療費などの出費がある場合は、一定額が考慮されます。
・保有資産の合計が一定額以上となる場合には原則として援助出来ません。 

資力基準（収入等が一定基準以下であること） 

勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもののほか、自己破産の免責見込み 
のある場合等も含みます。 

勝訴の見込みがないとはいえないこと 

報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは 
援助できません。 

民事法律扶助の趣旨に適すること 

自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出 
書類の作成をおこなう司法書士・弁護士 
の費用を立て替えます 

法律相談援助 

代理援助 書類作成援助 

A

B

C

182,000円以下
（200,200円以下） 

独身者 2人家族 3人家族 4人家族

251,000円以下
（276,100円以下） 

272,000円以下
（299,200円以下） 

299,000円以下
（328,900円以下） 

代理援助や書類作成援助の利用を希望される方も、まず法律相
談（無料）を受けていただきます。
法律相談を受けるには、 A と C の2つの要件を満たすことが必
要です。
法律相談だけで解決した方は、以下の手続きには進みません。 

1
法
律
相
談 

代理援助や書類作成援助を利用するには、 A  B  C の3つの要
件を満たす必要があり、これを確認するための審査をおこない
ます。
審査にあたっては、1）資力を証明する書類（課税・非課税証明
書、給与明細書、源泉徴収票等）、2）住民票、3）事件関係書類
などをご提示いただきます。 

2

審
　
査 

審査の結果、援助開始の決定がなされると、弁護士・司法書士の
費用（費用・着手金等）を立て替えます（無利息）。お立替えし
た費用は、原則として毎月分割償還（返済）していただきます。
●立替金の目安●
援助開始決定となった場合に、法テラスがお立替えする費用は
、およそ次のとおりです。
たとえば、 

500万円の損害賠償請求訴訟
金銭的な請求のない離婚訴訟
借入先が10社の自己破産申立 

費用
35,000
35,000
23,000

着手金
210,000
220,500
126,000

立替額合計
245,000
255,500
149,000

3
援
助
開
始 

事件が終了すると、援助終結の審査をおこない、弁護士・司
法書士の報酬金を決定します（金額は事件の結果を考慮しま
す）。 

4
終
了 

事
件 

 

●相談／毎週月～土曜日　10：15～11：45　13：00～16：00 
●予約／事前電話予約制　0503383-5424 
　（扶助相談専用番号　平日9時～17時） 
●相談の種類 
■一般相談（離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル不 
　動産など民事全般） 
■クレジット・サラ金相談 
 
●地下鉄・京阪「淀屋橋駅」1番出口徒歩10分 
●地下鉄・京阪「北浜駅」徒歩10分 
●地下鉄「南森町駅」2番出口徒歩10分 

●相談／毎週月～金曜日（火曜日を除く）　13：30～16：30 
●予約／事前電話予約制　0503383-5430 
　（扶助相談専用番号　平日9時～17時） 
●相談の種類 
■一般相談（離婚、相続、損害賠償、金銭トラブル不 
　動産など民事全般） 
■クレジット・サラ金相談 
 
●南海高野線「堺東駅」北改札口から徒歩1分 
　（1階に日興コーディアル証券が入っているビル） 




